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１．はじめに
・原子力規制委員会について

２．新規制基準の概要
・福島第一原子力発電所事故からの教訓
・強化した新規制基準

３．大飯３・４号炉の審査結果の概要
（１）重大事故の発生を防止するための対策

・地震・津波など、自然現象への対策の強化
・火災対策や電源対策等

（２）重大事故の発生を想定した対策
・「止める」ための対策（原子炉停止対策）
・「冷やす」ための対策（炉心損傷防止対策）
・「閉じ込める」ための対策（格納容器破損防止対策）

（３）放射性物質の拡散を「抑える」ための対策 等

４．今後の予定

本日の説明の順序
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１．はじめに
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原子力規制委員会

原子力利用における「推進」と「規制」を分離。専門的知見に基づ
き、中立公正な立場で独立して安全規制を実施する。

事故の発生を常に想定し、その防止に向けて不断の努力をしな
ければならないとの認識に立って、安全規制を実施する。

原子力規制庁（事務局）

原子力規制委員会について

東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓に学び、二度とこのような
事故を起こさないために設置された。（２０１２年９月発足）



4

原子力規制委員会は、東京電力福島第一原発事故の教訓等を踏まえ、
従来の基準から大幅に強化された新規制基準を策定した。

（ 本資料「２．新規制基準の概要」）

厳格に審査を行い、大飯３・４号炉の設置変更許可申請の内容が、新
規制基準に適合していることを確認した。
（ 本資料「３．大飯３・４号炉の審査結果の概要」）

大飯３・４号炉の運転により、東京電力福島第一原発事故時のような住
民避難等が必要となる事態に至る可能性は、極めて低く抑えられてい
るものと判断。

（参考）
新規制基準は、想定される重大事故※１の発生時に放出される放射性物質（セ
シウム１３７）の放出量が１００テラベクレル※２を下回ることを要求。

大飯３・４号炉の適合性審査の中で確認した、極めて厳しい重大事故における
セシウム１３７の放出量※３は、この基準を十分に満足している。

（※１）核燃料が溶けたり、放射性物質が大量に放出される危険性のある事故。シビアアクシデント。
（※２）東京電力福島第一原発事故の約百分の一。
（※３）格納容器過圧破損防止対策を講じた場合における放出量は、７日間で約５．２テラベクレル。

新規制基準と適合性審査について
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大飯３・４号炉の適合性審査では、法律に基づき、運転に当たって求め
られるレベルの安全性が確保されることを確認。

（ 本資料「３．大飯３・４号炉の審査結果の概要」）

原子力規制委員会は、安全の追求に「完璧」や「終わり」はないとの認
識の下、規制基準の見直しを含む更なる安全性の向上に継続的に取り
組んでいくとともに、事業者にも更なる安全レベルの達成に向けた不断
の取り組みを求めていく。

「いかなる分野でもゼロリスクは存在しない」、「絶対安全と思った瞬間、安全を
高める力は萎える」（国会事故調から抜粋）

法律に基づき、既に許可を受けた原子力発電所にも、新しい規制基準に適合
することを求める。（バックフィット制度）

厳しい安全対策が講じられてもなお予期されない事態によって重大事故に至る
可能性があることを意図的に仮定して、様々な事態に対処できる緊急時対応
を予め定めておく必要がある。

審査結果に対する基本的認識
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２．新規制基準の概要
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①地震により外部電源喪失

②津波により所内電源喪失・破損

海水ポンプ

+15m

使用済
燃料プール

防
波
堤

配
電
盤

蓄
電
池

非
常
用

発
電
機

⑦
水
素
爆
発

津
波
高
さ

③冷却停止

↓

④炉心損傷

↓

⑤水素発生

↓

⑥水素漏えい

（格納容器破損）

福島第一原発事故における教訓

安全機能喪失
によるシビア

アクシデントの
進展

地震・津波と
いう共通原因
により複数の
安全機能が

喪失

福島第一原発事故では地震や津波などの共通原因により複数の安全機能が喪失。
さらに、その後のシビアアクシデントの進展を食い止めることができなかった。
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新規制基準で新たに要求される対策

従来の基準で要求していた範囲 新規制基準で新たに要求する対策の範囲

新規制基準では、重大事故の発生を防止する対策に加え、重大事故の発生を想定し、
「止める」、「冷やす」、「閉じ込める」という対策を要求。

それでもなお、敷地外へ放射性物質が放出されるような事態になった場合を考え、さら
なる対策として、放射性物質の拡散を出来るだけ「抑える」ための対策を要求。

（この部分も基準を強化又は一部新設）
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炉心損傷防止対策
（複数の機器の故障を想定）

耐震・耐津波性能

従来の規制基準

重大事故の発生を
防止するための基準

電源の信頼性

自然現象に対する考慮

火災に対する考慮

耐震・耐津波性能

内部溢水に対する考慮（新設）

自然現象に対する考慮
（火山・竜巻・森林火災を新設）

火災に対する考慮

格納容器破損防止対策

意図的な航空機衝突への対応

放射性物質の拡散抑制対策

電源の信頼性

新規制基準

強
化

強
化
又
は
新
設

（
重
大
事
故
対
策
）

強化した新規制基準

重大事故の発生を防止するための基準を強化するとともに、万一重大事故やテロが発生し
た場合に対処するための基準を新設。

新
設

その他の設備の性能

その他の設備の性能

新
設

共通要因による
安全機能の一斉
喪失を防止

（重大事故発生
防止）

万一重大事故が
発生しても対処で
きる設備・手順の
整備

テロや航空機
衝突への対応

（
テ
ロ
対
策
）
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３．大飯発電所３・４号炉の
審査結果の概要
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起動

審査
終了

検
査
の
終
了

事
業
者
か
ら
の
申
請

○ 一体的審査の導入に
よる審査の効率化。

○ 事業者の準備・対応

の状況も審査の進捗
に影響。

検査
起動前

検査
起動後

工事計画認可

保安規定変更認可

審査
終了設置変更許可

一体審査

原子炉等規制法に基づく発電用原子炉施設に係る規制

新規制基準への適合性確認のためには、原子炉等規制法に基づき、設置変更許可、
工事計画認可、保安規定変更認可、使用前検査等の手続きが必要。
新規制基準適合性審査では、これら許認可に係る事業者からの申請を同時期に受
け付け、同時並行的に審査を実施

今回、大飯発電所３・４号炉の新規制基準適合性審査の「設置変更許可」、
「工事計画認可」及び「保安規定変更認可」に関する審査が終了。
現在、「使用前検査」を行っているところ。

審査
終了

2017.11.23現在



2013年7月8日：新規制基準施行
2013年7月8日：

関西電力 が設置変更許可申請書、工事計画及び保安規定の変更申請書を提出
2013年7月16日～

公開の審査会合での審査（原子力規制委員、規制庁審査官）
※敷地内破砕帯の調査結果を踏まえ、具体的審査は2013年９月

中旬より開始
※70回の審査会合と5回の現地調査等を実施
※約410回のヒアリング実施

2017年2月22日：設置変更許可に係る審査結果をとりまとめ
2017年2月23日～ 3月24日：審査書（案）に対する科学的・技術的意見を募集
2017年5月24日：審査書（案）を原子力規制委員会で了承し、設置変更許可
2017年8月25日：工事計画の認可
2017年9月 1日：保安規定変更認可

※審査書全文は原子力規制委員会ホームページに掲載しています。

「設置変更許可 審査書」

http://www.nsr.go.jp/data/000190098.pdf

「工事計画認可 審査書」

https://www.nsr.go.jp/data/000200916.pdf（３号炉）

https://www.nsr.go.jp/data/000207720.pdf（４号炉）

「保安規定変更認可 審査書」

https://www.nsr.go.jp/data/000201930.pdf

大飯発電所３・４号炉の審査の経緯
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（１）重大事故の発生を防止するための対策

ご説明箇所
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基準地震動

大飯の地下構造の調査等に基づき、断層上端深さを申請当初の４ｋｍより浅い３ｋｍで評価。
敷地の前面に存在するＦＯ－A～ＦＯ－B断層と熊川断層の間に断層の有無が不明瞭な区間が
相当あり、連動破壊を否定することは難しいことから、敷地に与える影響が大きくなるよう、申請
当初のＦＯ－A～ＦＯ－B断層の２連動（断層長さ３５．３km・マグニチュード７．４）ではなく、熊川
断層の連動も考慮した３連動（断層長さ６３．４km・マグニチュード７．８）を基本ケースとして評価。
基本ケースに加え、短周期の地震動レベルなどの不確かさを考慮したケースを設定し評価。さら
に、震源が敷地の極近傍に位置することから、短周期の地震動レベルの不確かさと破壊伝播速
度の不確かさを重畳するケースを設定し、評価。

（出典：関西電力説明資料に加除修正）
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基準地震動

１９種類の基準地震動を設定。申請当初の最大加速度７００ガルから８５６ガルに引き上げ。
応答スペクトルに基づく基準地震動Ｓｓ－１（最大加速度７００ガル）
断層モデルを用いた手法による基準地震動Ｓｓ－２～Ｓｓ－１７（最大加速度はＳｓ－４で８５６ガル）
震源を特定せず策定する地震動として、以下の２つ。
・2000年鳥取県西部地震における賀祥ダムの観測記録による地震動（Ｓｓ－１８）
・2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動（Ｓｓ－１９）
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Ss-2 ：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.5倍ケース、破壊開始点1）

Ss-3 ：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.5倍ケース、破壊開始点2）

Ss-4 ：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.5倍ケース、破壊開始点3）
Ss-5 ：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.5倍ケース、破壊開始点4）

Ss-6 ：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.5倍ケース、破壊開始点5）

Ss-12：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.25倍かつVr=0.87βケース、破壊開始点4）

Ss-13：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.25倍かつVr=0.87βケース、破壊開始点5）
Ss-14：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.25倍かつVr=0.87βケース、破壊開始点6）

Ss-15：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.25倍かつVr=0.87βケース、破壊開始点7）

Ss-16：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.25倍かつVr=0.87βケース、破壊開始点8）

Ss-11：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.25倍かつVr=0.87βケース、破壊開始点3）

基準地震動 Ss-1

Ss-7 ：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.5倍ケース、破壊開始点8）

Ss-8 ：FO-A～FO-B～熊川断層（傾斜角75°ケース、破壊開始点1）
Ss-9 ：FO-A～FO-B～熊川断層（すべり角30°ケース、破壊開始点3）

Ss-10 ：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.25倍かつVr=0.87βケース、破壊開始点1）

Ss-17：FO-A～FO-B～熊川断層（短周期1.25倍かつVr=0.87βケース、破壊開始点9）

Ss-18：2000年鳥取県西部地震・賀祥ダムの記録

Ss-19：2004年北海道留萌支庁南部地震を考慮した地震動

（出典：関西電力説明資料に加除修正）

水平方向
（Ss-2～Ss-18では実線がNS成分、点線がEW成成分）

鉛直方向
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1
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3
号
炉

4
号
炉

T.P.+8.0m未満エリア

凡例（数値は敷地高さ）

T.P.+8.0m以上エリア

地震による津波だけでなく、地震以外の要因による津波も考慮し、敷地に
最も影響を与える津波（基準津波）として、水位上昇側、水位下降側共に
若狭海丘列付近断層と隠岐トラフ海底地すべりの組み合わせによる津波
を選定。

基準津波及び耐津波設計方針

津波対策説明図

N

防護壁

止水壁

貯水堰

海水ポンプ室周辺の平面図

大飯発電所３・４号炉敷地平面図

止水壁防護壁

ＡーＡ断面

海水ポンプ

貯水堰

ＢーＢ断面

海水ポンプ室

Ｂ

Ｂ

Ａ

Ａ

海水ポンプ室

取水路（奥）の入力津波高さ６．９ｍに対して、津波防護の対象とな
る建屋や屋外設備が設置される敷地高さは９．７ｍ以上（標高８．
０ｍ以上エリア）であり、津波の遡上はない。
海水ポンプ室前面の入力津波高さ６．３ｍに対して、安全上重要な
施設である海水ポンプは標高２．５mの区画に設置されているため、
海水ポンプの周りに標高８．０mの防護壁及び止水壁を設置。
引き波時の対策として、海水ポンプ室前面の海中に貯水堰を設置
し、海水ポンプによる取水性を確保。

波源位置図
（出典：関西電力説明資料に加除修正）

（出典：関西電力説明資料に加除修正）（出典：関西電力説明資料に加除修正）
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自然現象（地震、津波以外にも、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、生物学的

事象、森林火災、火山、高潮）及びこれらの組合せを想定しても安全機能が損なわれない設計とする。

• 風速１００ｍ／sの竜巻の影響（風による圧力や飛来物）に耐えられる設計

• 森林火災の影響を防護するため、解析で得られた必要な防火帯幅１６．２ｍに対し、１８ｍ以上

の幅の防火帯を設置

• 白山等の火山から敷地までは十分な距離があることから、火砕流等が発電所に及ぶ可能性は

十分に小さいと評価。火山灰は最大層厚１０ｃｍと評価し、降下火砕物の直接的影響（機械的影

響、化学的影響等）及び間接的影響（外部電源喪失及び交通の途絶）によって、安全機能が損

なわれない設計

• 原子炉補助建屋への土石流防護の観点から堰堤を設置

人為事象（航空機落下、ダムの崩壊、爆発、船舶の衝突、近隣工場等の火災等）を想定しても安全

機能が損なわれない設計とする。新たに、以下の評価を実施。

• 航空機落下による火災と敷地内の危険物による火災の重畳を考慮し、建屋の外壁温度を評価

自然現象及び人為事象への対策

海水ポンプエリアの竜巻飛来物防護対策設備（設置後）

防火帯の確保

（出典：関西電力提供写真を使用）

可燃物の撤去・モルタル施工
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内部溢水防止対策

設備を没水（床に溜まった水の水位が上がり設備等が沈
むこと）しない高さに設置する。
被水（設備等に水がかかること）により安全機能が損なわ
れる場合は、カバーを取り付けて防護する。
蒸気の流出を検知・隔離することにより安全機能が損な
われない設計とする。
地震の揺れにより機器が破損して溢水が発生しても安全
機能が損なわれない設計とする。

内部火災防止対策
延焼性（燃え広がらない）及び自己消火性（自然に消える）を確認した難燃
ケーブルを使用する。
異なる種類の火災感知器を組み合わせて設置する。（２種類目を新設）
スプリンクラー、ハロン消火設備等の組み合わせにより火災区画全体を消火。
消火設備は１台故障しても消火が可能なように火災区画毎に複数設置。（新
設）
安全機能を有する設備が火災で同時に故障しないように、屋内の火災区域
については、３時間耐火壁（火にさらされても３時間耐える壁）等で分離する。

自己消火性の実証試験の例
（UL垂直燃焼試験）

耐火壁の設置

関西電力資料から抜粋

関西電力資料から抜粋

重要設備

重要
設備

堰

扉

①止水対策 ②床ドレン配管耐震補強

①止水対策

③被水対策

機器
Ａ

機器
Ｂ
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電源の強化

。全交流動力電源が喪失した場合でも、必要な電力を確保する対策が講じられることを確認。

原子炉容器

制御棒

主蒸気
逃がし弁

格納容器
スプレイポンプ

海水

送水車

恒設代替低圧
注水ポンプ

加圧器逃がし弁

タンクへ

加
圧
器

蒸
気
発
生
器

復水ピット

計装用電源
装置等

非常用電源（ＤＧ）２台
７日以上の稼働

アニュラス空気浄化ファン
中央制御室空調ファン
通信設備・照明設備等

燃料取替用水ピット
交流電源
（77kV）

[1ルート
1回線]

・可搬型バッテリ
（加圧器逃がし弁用）

・蓄電池（安全防護系用）

電動補助給水
ポンプ

注）タービン動補助給水ポンプの
不作動を仮定

外部電源

緊急時対策所

電源車（緊急時対策所用）
3台（3・4号炉共用）

（出典：関西電力提供写真を一部使用）

空冷式非常用発電機
（3・4号炉で各2台)

交流電源
（500kV）
[2ルート
4回線]

電源車 5台（3・4号炉共用）

バックアップ

余熱除去ポンプ

再循環サンプ
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（２）重大事故の発生を想定した対策

ご説明箇所
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原子炉を停止させる対策（止める）

、原子炉の緊急停止装置が機能しないおそれがある場合又は実際に機能しない場合でも、
炉心損傷に至らせないための対策が講じられることを確認。

原子炉

を止め

る制御

棒

原子炉への

ほう酸注入

１次冷却材の温
度上昇による負
の反応度を投入

主蒸気隔離

補助給水

ポンプ起動

ほう酸タンク

主蒸気
隔離弁

補助給水
ポンプ

ほう酸ポンプ

格納容器

原子炉容器

制御棒

燃料

加圧器逃がし弁

タンクへ

加
圧
器

蒸
気
発
生
器

再循環サンプ

中性子吸収剤を
添加し、原子炉
確実に止める

充てんポンプ
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原子炉を冷やすための対策（冷やす）①

既存の対策が機能しない場合でも、炉心注水及び減圧によって、炉心損傷に至らせない
ための対策が講じられることを確認。

（出典：関西電力提供写真を一部使用）

格納容器

原子炉容器

制御棒

余熱除去
ポンプ

燃料

加圧器逃がし弁

タンクへ

屋
内

屋
外

加
圧
器

蒸
気
発
生
器

恒設代替低圧
注水ポンプ

格納容器
スプレイポンプ

炉心へ

の注水

原子炉の減圧復水ピット 燃料取替用水ピット

高圧注入
ポンプ

充てん
ポンプ

既設の設備による原子炉への注水

炉心への

注水

海水

送水車

仮設組立式水槽

可搬式代替低圧注水ポンプ

再循環サンプ
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原子炉を冷やすための対策（冷やす）②

各機器を海水で冷却するために必要な既設の設備等が機能しない場合でも、最終的な
熱の逃がし場を確保し、炉心損傷に至らせないための対策が講じられることを確認。

タービン動補助給水ポンプ

格納容器

原子炉容器

制御棒

主蒸気
逃がし弁

海へ

各補機へ
冷却水を供給

電動機

電動補助給水ポンプ

燃料

大容量ポンプ

タンクへ

加
圧
器

蒸
気
発
生
器

海水

２次系による

原子炉冷却

最終的な熱の逃がし場

（海水冷却）

（出典：関西電力提供写真を一部使用）

格納容器
再循環ユニット

既設の熱の逃がし場

配管破断

原子炉補機冷却水設備

加圧器逃がし弁

主給水ポンプ海水ポンプ

再循環サンプ
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炉心損傷が起きても格納容器を破損させないための対策が講じ
られることを確認。

炉心溶融後に格納容器破損を防ぐ対策（閉じ込める） 格納容器内の圧力、
温度の低減及び放射

性ヨウ素等の濃度の

低下（代替格納容器

スプレイ）

空気、
水蒸気

水素、空気

触媒
ﾌﾟﾚｰﾄ

水素､空気

電気ヒータ

水蒸気
電気式水素燃焼
装置(イグナイタ)

水素爆発を防

止するため水

素濃度を低減

静的触媒式
水素再結合装置

格納容器内を冷却

するため格納容器

再循環ユニットへ

海水を供給

（出典：関西電力提供写真を一部使用）

格納容器
再循環ユニット

大容量ポンプ

溶融炉心の冷却

溶融炉心・コンクリート
相互作用対策

原子炉下部
キャビティ

格納容器再循
環サンプ水位
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ソフト対策

手順の整備
・プラント状態の把握や事故の進展の予測
・状況に応じ、適切に判断をするための基準の明確化
・設備等の使用手順

体制の整備
・発電所内または近傍に、必要な要員を確保
・複数号機の同時発災への対応
・指揮命令系統の明確化
・発電所内の燃料や予備品等の備蓄により事故後７日間、自力で事故収束活動を実施
・外部との連絡設備等の整備
・６日以内に、他の事業者やプラントメーカ等の外部から支援を受けられる体制を整備

アクセスルート確保
・可搬型設備や設備の運搬、設置ルートの確保
・アクセスルートの多重性確保、障害物除去機器の確保

緊急時の訓練（重大事故体制）
・高線量下になる場所を想定した訓練、夜間、降雨、強風等の
悪天候下等を想定した訓練を実施

（出典：関西電力提供写真を一部使用）

重大事故等時におけるソフト面の対策として、手順の整備、体制の整備、設備復旧の
ためのアクセスルートの確保、要員に対する訓練の実施等を要求

主な確認内容

重大事故対応のための要員に対する教育・訓練の繰り返し実施による力量確保、アクセスルー
トの多重性の確保等により、適切に事故に対処できる方針であることを確認

審査結果

がれき撤去訓練

汚染環境時の訓練
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中央制御室と独立した建屋とする方針であること、また、事故状態の把握や判断、事故収束のための指揮、
所外への通報連絡等の活動拠点として必要な機能や設備を備える方針であることなどを確認。

緊急時対策所の審査

主な確認結果

（関西電力資料から抜粋）

事故時の対策拠点として、原子炉制御室以外の場所に、緊急時対策所を設置することを要求
緊急時対策所と原子炉制御室は共通要因により同時に機能喪失しないことを要求

福島第一原子力発電所事故と同等の放射性物質の放出量を想定し、緊急時対策所内の要員の実効線量
が７日間で１００ｍSvを超えないことを要求
必要な指示のために情報を把握し、発電所内外との通信連絡を行うために必要な設備を備えることを要求
重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員が収容できることを要求 等

審査結果

（１）設置場所
緊急時対策所を1・2号炉中央制御室横に設置し、3・4号炉中央制御室

からは約240～370m離隔して設置

（３）構成
106名が収容できる広さとし、最大人数を収容した場合でも酸素濃度等の

居住性を確保

（４）被ばく評価
・実効線量で約55mSv/ 7日間）

（２）主要設備等
・ 空気浄化設備（緊急時対策所可搬型空気浄化ファン、緊急時対策所可

搬型空気浄化フィルタユニット）､空気供給装置、緊急時対策所遮へい、
全面マスク、線量計 等

・ 電源設備（専用の電源車2台（予備1台）等）
・ 通信・情報設備（安全パラメータ伝送システム、SPDS表示装置等）
・外部支援なしに１週間活動するために必要な、飲料水、食料等を備蓄 等

（５）基準地震動に対する設計方針
緊急時対策所を設置する建屋については、耐震構造とする。

3・4号炉中央制御室

緊急時対策所

1・2号炉中央制御室

第１事務所
地下会議室

旧緊急時対策所
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（３）放射性物質の拡散を抑制する対策 等

ご説明箇所
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放射性物質の拡散を抑制する対策（抑える）

大気への拡散抑制
• 海を水源として、大容量ポンプ及び放水砲により、

格納容器等の破損箇所に向けて放水

格納容器等が破損した場合も想定し、敷地外への放射性物質の拡散を抑制するために
必要な対策を要求

海洋への拡散抑制

• 発電所から海洋に流出する箇所（取水路側、放水路側）に
シルトフェンスを設置

• 海洋への流出経路に放射性物質吸着剤を設置

主な確認結果

大容量ポンプ及び放水砲の放水
設備により敷地外への放射性物
質の拡散を抑える対策及び海洋
への拡散防止対策が適切に実施
される方針であることを確認

審査結果

放水砲

（出典：関西電力提供写真を一部使用）

シルトフェンス設置

放水状況
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原子炉施設の大規模な損壊への対応

可搬型設備による対応を中心とした多様性及び柔軟性を有する手順書を整備
通常と異なる対応が必要な場合でも柔軟に対応できるよう体制を整備

設備の整備にあたっては、共通要因による同等の機能を有する設備の損傷を防止、複数
の可搬型設備の損傷を防止するよう配慮

（出典：関西電力提供写真を一部使用）

大規模な自然災害や故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合に
活動するための手順書、体制及び設備の整備等を要求

原子炉建屋及び原子炉補助建屋から100m以上離隔を
とった高台に、複数箇所に分散配置

100m以上離隔

接続口をそれぞれ互い
に異なる複数の場所に
設置

主な確認結果

大規模損壊に対して必要な手順や体制等が適切に整
備される方針であることを確認

審査結果

放水砲

大容量ポンプ

電源車（可搬）

送水車（可搬）
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４．今後の予定
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・現在、使用前検査を厳格に行っている。

今後の予定



放射線被ばくについて

32

私たちは、自然放射線、医療･診断による放射線、

食物に含まれる放射性物質の摂取など、日常的に
様々な形で放射線の被ばくを受けています。

放射線被ばくによる健康への影響は、放射線の種類
や量、放射線のエネルギー、さらに体の部位等によっ
て異なるので、それを統一的に評価するために被ばく
量としてシーベルト（実効線量）単位が用いられていま
す。

参考

田中原子力規制委員長が平成29年7月に福井県に訪問した際の説明資料※等

を基に作成。
【※ＵＲＬ：http://www.nsr.go.jp/data/000196048.pdf】



公衆の放射線被ばく量（年間）

33

日本での自然放射線による被ばく１）

宇宙線 0.3 ミリシーベルト
大地 0.33

ラドン等吸入 0.48

食物 0.99

（計） 2.1 ミリシーベルト（世界平均（2.4ミリシーベルト）

より低い）

日本人の医療による被ばく１） 3.9 ミリシーベルト（世界一多い）

例： 一般胸部正面 0.06 ミリシーベルト
冠動脈検査 2～16 ミリシーベルト
ステント手技 7～13 ミリシーベルト
X線CT 5～30 ミリシーベルト
PET 2～20 ミリシーベルト
歯科撮影 2～10 マイクロシーベルト（ミリシーベルトの1000分の

1）

合計 年間 6.0 ミリシーベルト

1） 出典：「放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料 平成27年度版 」

世界の自然放射線による年間被ばく量（世界原子力協会）
フィンランド 8 ミリシーベルト
スウェーデン 7 ミリシーベルト
スイス 4.5 ミリシーベルト
世界平均 2.5 ミリシーベルト

参考
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34

60kgの体重の人は、約7,000
ベクレルの放射能を体内に
有している。

食品には、様々な放射性物質が含まれている。

(ベクレル/kg)
米 30
牛乳 50
牛肉 100
ほうれん草 200 
干し椎茸 700
干しコンブ 2,000

参考
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福島県内の51世帯の協力による測定結果（コープふくしま）

東電福島第一原発事故で、福島県の環境は放射能で汚染されたが、流通食
品に含まれている放射性セシウム（セシウム137、セシウム134）は、天然の
カリウム40と比べて極めて僅かである！

陰膳方式による放射能測定結果（平成24年1月17日現在）

参考
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福島第一原発事故の教訓

① 避難に伴い多数の犠牲者を出してしまった。

② 原発サイトの内外を含めて放射線被ばくによる

確定的な健康影響は認められていない。

③ 半減期の長い放射性物質が環境に大量に放出さ

れたことにより、大規模な除染を余儀なくされ、避難

が長期化した。

参考

防災避難計画について



① 避難に伴う犠牲者

・ 国や県の避難指示が適切でなく、病院などでは重篤患者も
含めて緊急避難が実施され、結果的に平成23年3月末まで
に少なくとも60人（国会事故調）、4月末までに150人を超え
る犠牲者を出した（福島県）と云われている。

・ 震災により、避難中の負傷の悪化等により亡くなられた「震
災関連死」の死者数は、福島県では事故から5年で約2000
人以上に達している（復興庁）。

準備が不十分な避難は、多くの犠牲者を出
すなどの極めて深刻な結果につながる！

教訓
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① 5km圏内（予防的防護措置を準備する区域：PAZ）の住民は、放射性物質の放出前
に避難し、30km圏内（緊急時防護措置を準備する区域：UPZ）の住民は、自宅ないし

最寄りの適切な施設に屋内退避することで、避難時の混乱や被害を防ぐことができ、
放射線被ばくのリスクを低減できる。

② PAZの住民のうち、長距離の避難の実施により健康リスクが高まる方々については

無理に避難をせず、遮蔽や空気浄化機能を強化した施設内に留まることにより、無
理な避難による犠牲者が出るのを防ぐとともに、効果的に被ばくの低減を図る。

③ 原子力発電所の事故時には、始めにキセノン133などの放射性希ガスが放
出される。キセノン133から放出されるガンマ線のエネルギーは小さいこと、
プルームが通過するまでの1、2時間、建物内に留まることにより外部被ばく
量を大幅に減らすことができる。
つまり、事故後の希ガス放出時には、屋内に退避して希ガスが通り過ぎる
のを待つことが被ばく線量を少なくする最善の選択である。

④ 避難用のバスなどを準備しておくことで、事故が拡大し、屋内退避施設から
の避難が必要になった場合でも、避難施設からまとまって避難すること
ができる（避難に伴う混乱や事故を防止する上で有効である）。

屋内退避の積極的導入

なお、複合災害時には、生命に関わる他の災害リスク対策を優先する。
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防護措置と被ばく線量（試算）

• 福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえ、重大事故が発生したとしても、放射性物質の総放出量は、想定
する格納容器破損モードに対して、セシウム137の放出量が100テラベクレルを下回っていることを審査で確認。
上図の試算は、100テラベクレル放出時を想定しており、試算の前提条件等については、平成26年度第9回原
子力規制委員会（平成26年5月28日開催）の資料2を参照。

• なお、高浜発電所３，４号炉の審査において、想定する格納容器破損モードに対して、確認したセシウム137の
放出量は約4.2テラベクレル（7日間）（100テラベクレルの約20分の1）。
注 テラベクレル ＝ 1012ベクレル ＝ 1兆ベクレル ： ペタベクレルの1,000分の1

以上より、放射性プルーム通過時の被ばくを低減する観点からは、5km以遠で
は、屋内退避が有効な手段。

一方、放出源から5km以遠では、距離による線量低減効果より、屋内退避等に
よる線量低減効果が確実に期待できる。

放出源から5km以内（PAZ圏内）では、距離による線量低減効果が大きい（よって予
防的防護措置として避難が有効）。
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注：上記の表は、前ページの「防護措置と被ばく線量（試算）」の前提として使用。

参考
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安定ヨウ素剤の準備と服用

☛ 放射性のヨウ素131が環境に放出される可能性がある場
合 には、数時間前に予め安定ヨウ素剤を服用する。（服
用の指示に従うこと。）

☛ 安定ヨウ素剤は、予め住民に配布するか、速やかに配布

できる準備をしておくこと。ただし、安定ヨウ素剤は、希では
あ るがアレルギー性の副作用をもたらす場合があるので、
医 師等の指導により服用するのが望ましい。

☛ なお、外気フィルター等を整えた放射線防護対策を施した
建物内に退避すれば、放射性ヨウ素を含め、他の放射性
物質の吸入による被ばくを大幅に低減できる。

41

※放射性ヨウ素による内部被ばくを防ぐため、原則として、原子力規制委員会が服用の必要
性を判断し、原子力災害対策本部又は地方公共団体の指示に基づいて服用。



放射線に係る単位について

１０００μＳｖ＝１ｍＳｖ

μＳｖ／ｈ×被ばく時間＝μＳｖ

1μＳｖ／ｈ×１０００時間＝１０００μＳｖ＝１ｍＳｖ

参考

計算例
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